
○ 社会保険関連業務 

【 給付徴収関係について 】 

 

◆ 平成１６年９月１７日に開催された社会保険庁の在り方に関する有識者会議（第３

回）において提示された「緊急対応プログラム」の「１．保険料徴収の徹底」の（２）

具体的方策としていくつかの事項が掲げられているが、納付率８０％を達成するため

の具体的施策とその各々ごとの効果、（○○事項で○％向上、等）をお教え願いたい。

また、その達成のスケジュールはどのようになっているのか、加えて、達成の可能

性に関して、社会保険庁及び厚生労働省各々の見通し、および未達成の場合の責任の

所在および責任の取り方の計画をお聞かせ願いたい。 

特に、国民年金の徴収に関しては、社会保険庁の職員が実施するよりはノウハウを

有する民間に具体的方策事項の全部または一部を任せたほうが、より効果的であると

考える。掲げられた具体的方策事項に限らず、広く民間の知見を結集して、保険料徴

収全般について民間に任せることが、保険料徴収の徹底ならびにコスト効率の向上に

資すると考えるが、貴省の見解を伺いたい。 

国民年金における徴収率の向上のためには、徴収対象者の正確な把握が必要と考え

る。例えば住基ネットの利用による徴収対象者の把握といった方法が考えられるが、

貴省の考えを伺いたい。 

 

○ 保険料徴収の徹底の具体的施策、各々ごとの効果、達成のスケジュールについ

ては、別添１のとおりである。 

なお、月別行動目標を策定し、各月毎の達成状況について進捗管理することと

しており、行動計画（アクションプログラム）については、必要に応じて逐次見

直しを行うこととしている。 

 

○ 国民年金保険料は、民間企業が回収している債権と異なり、単に債権を回収す

れば終わりというものではなく、継続して保険料を支払っていただく必要がある

ことから、制度に対する理解を求めながら、極力自主的に支払っていただけるよ

うに対応しなければならないという難しさがある。 

 

○ 住基ネットを利用して徴収対象者（未加入者）を把握する方法としては、 

(1) 制度未加入者（※１）をもれなく把握するために、適用対象年齢である２０歳（※

２）から５９歳までのすべての者（※３）の情報を住基ネットから得る。 



(2) (1)により得られた住民票上の個人情報と社会保険庁の有する被保険者情報

（基礎年金番号付番済者）が同一人物のものかどうか判定し、基礎年金番号未

付番者を特定する。 

(3) 基礎年金番号未付番者のうち、他の公的年金制度への加入者を特定して除く

ことにより、第１号・第３号未適用者を絞り込む。 

ことが考えられるが、 

適用対象年齢のすべての者についての基礎年金番号と住基ネットの情報を結び

つけることについては、基礎年金番号の導入に当たって、国会の場などにおいて、

プライバシー保護の重要性が強く指摘された経緯等を踏まえて、慎重な対応が求

められるものである。 

なお、実務面においても、 

(1) 住基ネットに収録された本人確認情報（※４）と社会保険庁の有する被保険者情

報（基礎年金番号付番済者）を突合して氏名や住所が完全一致しない場合が多

いこと。 

(2) 共済組合員の組合員期間など、社会保険庁が保有していない記録についての

情報交換の仕組みが不十分であること。 

(3) 住基ネットの利用については、１件当たり１０円のコストがかかること 

などについて業務面及び費用面等を勘案しつつ、検討していく必要があると考え

ている。 

 

（※１）約６３万人（平成１３年度公的年金加入状況等調査による推計） 

（※２）２０歳到達者の把握については既に住基ネットを活用しており、これに

より２０歳到達者への加入勧奨を行うとともに、勧奨後も未手続きとなっ

ている者に対して職権適用を実施している。 

（※３）６，９６６万人（平成１６年５月１日現在の２０～５９歳推計人口、総

務省統計局ＨＰより） 

（※４）氏名、生年月日、性別、住所及び住所変更年月日、住民票コード（住民

基本台帳法第７条及び第３０条の５） 

 

 

 

 

 



◆ 加えて、厚生年金保険における未適用事業所の適用促進のためには、国民に対する

制度理解の促進も必要であるが、中小・中堅企業からの資金回収等のノウハウを有す

る民間事業者による徴収等実施がより効果的であると考えるが、貴省の見解を伺いた

い。 

 

○ 厚生年金保険料の未適用事業所の適用促進については、①法人登記簿の閲覧や

労働保険の適用事業所に関する情報を活用して未適用事業所を把握し、加入勧奨

状の送付や社会保険労務士による巡回説明、②原則として５人以上の事業所につ

いて、呼出による加入指導、③原則として２０人以上の事業所については、戸別

訪問等により加入するまで徹底的に指導を行っている。今後さらに民間委託等を

行えるものがあれば、対応していきたいと考えている。 

 

○ 厚生年金保険料の徴収については、民間企業が回収している債権と異なり、単

に債権を回収すれば終わりというものではなく、事業所が存続する限り、継続し

て保険料を支払っていただく必要があることから、制度に対する理解を求めなが

ら、極力自主的に支払っていただけるように対応しなければならないという難し

さがある。 

 

○ 厚生年金の保険料がこうした難しさを持っている中、９９％を超える現年度収

納率を維持できており、民間活用によって改善できる余地が限られているのでは

ないか。 

 

○ 厚生年金保険料の徴収には、強制加入ということのほかにも、サービスの受け

手（被保険者）と債務者（事業主）が異なるため、サービスを差し止めることに

よって債権回収を促進することができないという難しさがある（例えば、水道・

ガスであれば、料金の滞納があればサービスを差し止めることができるが、厚生

年金の場合はそうはいかない）。このように、民間事業者が持っているノウハウは、

厚生年金保険料の徴収に活用できるとは限らない。 

 

 

 

 

 



◆ １０月４日のヒアリングにおいて、厚生年金業務に関わる事務・事業をアウトソー

シングすることを禁止等している法令等はないとのご回答であるが、これは国民年金

業務、政府管掌健康保険業務についても同様かどうか、給付、徴収、相談等の個別の

業務についても同様かどうかについて、ご回答願いたい。 

◆ 社会保険業務の全部または一部を民間に開放する場合に、法令上の手当ては必要と

なるか。必要であれば、具体的にいかなる部分についてどのような手当てを施す必要

があるか、ご回答願いたい。 

 

○ 厚生年金保険業務と同様に国民年金業務及び政府管掌健康保険業務に関わる事

務・事業をアウトソーシングすることを禁止等している法令等はない。 

なお、給付、徴収、相談等の個別の業務についても同様である。 

 

○ 社会保険業務を全面に民間に開放する場合には、健康保険法等各法における「長

官が行う」権限の規定の整備、歳入の徴収権限等会計法令の規定の整備、被保険

者等に対する調査・立入検査等の権限付与、官公署等からの資料提供要請、罰則

の適用におけるみなし公務員規定、審査請求制度の適用、行政事件訴訟法の適用、

国家賠償法の適用の可否の検討を行う必要があるものと考える。 

 

◆ １０月４日のヒアリングにおいて、厚生年金業務の給付業務を民間に行わせる場

合、少なくとも①専門性の確保、②国による監督、③守秘義務、④給付業務実施不能

時における国による給付事務の実施といった点を担保する必要があるとのことであ

るが、これら以外に具体的な担保は必要かどうか、国民年金業務、政府管掌健康保険

業務についても同等の担保で民間開放可能かどうかについて、ご回答願いたい。 

 

○ 上述の論点に加え、①～④以外に少なくとも「中立公正性」が求められる。 

なお、給付事務を実施する主体に求められる性格については、厚生年金と、国

民年金・政府管掌健康保険との間に相違はないものと考えている。 

 

 

 

 

 



◆ 厚生年金業務の徴収業務のうち、強制徴収権の行使は「公権力の行使」に該当する

とのことであるが、「公権力の行使」であっても必要な法令等の措置を講ずることに

より、民間が実施するしくみを構築することは可能であると考える。かかる前提にお

いて、民間が徴収業務を行うことに実務上の問題点があれば具体的にご説明願いた

い。国民年金業務、政府管掌健康保険業務における徴収事務について併せてご説明願

いたい。 

 

○ 仮に「自らの判断で迅速に差し押さえを行う権限」が民間事業者に与えられる

ことが法的には可能だったとしても、制度に対する理解を求めながら徴収努力を

行う必要がある厚生年金保険料、国民年金保険料等について、「中小・中堅企業か

らの債権回収のノウハウを有する民間事業者」が、単に徴収という側面のみ取り

出して、徴収事務を行うのみならず、強制徴収権まで与えられた場合には、例え

ば、強制徴収に当たっては、必要に応じて、官公署等に所得情報などについて照

会を行うことがあるが、法的に根拠があったとしても、所得情報といった保護す

る必要が高い個人情報を民間企業に提供することには慎重にならざるを得ないの

ではないかと考えられ、また、強制徴収を受ける側が、自身の個人情報が民間企

業に容易にアクセスされることなどについてどのように受け止めるのか、といっ

た点が懸念される。 

 

◆ 平成１５年１０月１日に社会保険・労働保険徴収事務センターを全国の社会保険事

務所に構え、社会保険と労働保険の徴収一元化の体制を構築したとのことであるが、

徴収一元化の状況および徴収率向上の寄与について、具体的にご説明願いたい。 

 

○ 社会保険と労働保険の徴収事務の一元化については、 

(1) 平成１５年１０月から、 

① インターネットによる社会保険と労働保険に係る届出の一括受付や、 

② 各社会保険事務所に社会保険・労働保険徴収事務センターを設置し、保険

料算定の基礎となる賃金や保険料額の届出の受付などの事務を、 

(2) また、本年４月から社会保険と労働保険のいずれも滞納している事業所につ

いて、差押えなどの滞納処分を徴収事務センターで行うこととしたところであ

り、 

まずはその的確な実施を図ることが重要であると考えている。 



 

○ また、徴収事務の一元化は、徴収事務センターで、社会保険と労働保険の徴収

事務を一元的に実施することなどにより、事業主の利便性の向上と行政事務の効

率化を図る観点から実施しているところであり、今後とも、更に効率化できる事

務処理方法や一元化可能な事務について検討し、逐次実現を図ることとしている。 

 

◆ 徴収に関する業務の民間委託の例として、電話による一次督促の委託を行っている

と理解しているが、かかる委託は全国一律に行われているのか、委託先民間事業者の

選定はどのように行っているのか、また委託条件はどのように行っているのかについ

て、ご説明願いたい。 

 

○ 国民年金保険料が一時的・短期的に未納となっている方を対象として、初期段

階の電話による一律の納付督励を地方社会保険事務局において民間業者へ委託し

ているところ。 

実施方法は、本庁で委託要領や契約書の案を示し、各地方社会保険事務局にお

いて入札を行い、契約している。 

委託条件として、契約で守秘義務を課した上で、万一漏洩した場合には賠償責

任を求めることとするとともに、当該業務を行う上で必要最小限の情報以外は渡

さないこととし、個人情報の保護に配慮している。 

 

【 年金相談関係について 】 

 

◆ 年金相談業務については、窓口における対応の問題等が指摘されているが、件数・

所要時間共に、現在どの程度の問い合わせがあり、それにどういった陣容で対応して

いるのか。利用者の満足度はどの程度か。年金相談の対応は諸外国と比べて、どうか。

サービス内容・コスト・利用者の満足度の３点から欧米諸国との比較を頂戴したい。

また、今後団塊の世代の受給者が近づくにつれ、その件数も増加することがみこまれ

る。そのような中で、どのように対応していくべきか、その具体的な方法等について

お示しいただきたい 

 

○ 年金相談件数は、平成１５年度で２，４３５万件と推計している。 

○ 来訪相談における１件あたりの平均的な相談処理時間は、２０分としている。 



○ 年金相談の陣容については、別添２のとおりである。 

○ 年金相談に係るコストについては、平成１６年度予算で８１７億円である。 

○ 利用者の満足度については、平成１６年７月に実施したアンケート調査によれ

ば「対応職員の説明はわかりやすかったですか。」という問に対して全体の６割以

上が分かりやすかったと答えている。 

○ 諸外国と比較した年金相談サービスの実施体制について、当方で把握している

のは、別添３のとおりである。 

○ 団塊の世代への対応 

これまで、社会保険庁においては、 

① 混雑の著しい社会保険事務所の相談窓口を増設 

② 社会保険事務所の分室としての年金相談センターの設置 

などのハード整備を行うとともに、 

③ インターネットを活用した年金見込額照会の２４時間受付開始 

④ ５８歳到達者に対して年金加入期間をお知らせし、希望する方には年金見込

額を提供するサービスの開始 

などの施策を進めて来たところ。 

また、年金個人情報提供の充実も重要と考えており、今後、次のサービスを提

供していくこととしている。 

① インターネットを利用した個人の年金加入記録等の提供（平成１６年度実施

予定） 

② ポイント制の導入（平成２０年度実施）に先だって、全被保険者に対し、直

近１年間の保険料納付状況等について通知することを検討 

 

◆ 年金相談について、例えば徴収率向上のために未納者に対し制度の理解を促し、

納付を奨励していくことも相談業務の重要な役割であると考える。また（１）でお伺

いしているように、今後相談件数の増加が見込まれる中で、その業務を俯瞰する意味

においてもこれら業務を民間委託することについての貴庁の見解をお示しいただきた

い。 

 

○ 社会保険庁が有する社会保険オンラインシステムに民間企業が直接アクセスす

る形での年金相談については、年金個人情報の保護の観点から慎重な検討を要す

るのではないかと考えているが、被保険者等が自己の年金個人情報を社会保険事

務所等から容易に入手できる基盤を整備した上で、それを用いて行う相談につい



ては、民間の活用も可能と考えている。 

 

【 業務全般関係について 】 

 

◆ 国民年金、厚生年金、政府管掌健保の収支について、支出項目の詳細（費目ごと。

できるだけ詳細に）毎の支出額をお示しいただきたい。また、収支差がマイナスの年

度については、どのような経理処理を行っているのか（例えば、積立金の取り崩し等）、

具体的にお示しいただきたい。 

 

○ 収支状況 

平成１５年度の厚生年金（厚生保険特別会計年金勘定）、国民年金（国民年金特

別会計国民年金勘定）及び政府管掌健康保険（厚生保険特別会計健康勘定）の収

支状況については、別添４のとおり。 

 

○ 収支差がマイナスの場合の経理処理 

厚生保険特別会計年金勘定及び健康勘定並びに国民年金特別会計国民年金勘定

においては、厚生保険特別会計法及び国民年金特別会計法の規定により、毎会計

年度の歳入歳出の決算上不足が生じたときは、同勘定の積立金（健康勘定におい

ては事業運営安定資金）からこれを補足するものとなっている。 

 

（参 考） 

厚生保険特別会計法（昭和１９年法律第１０号） 

第７条の２第２項 

健康勘定ノ歳計ニ不足アルトキハ事業運営安定資金ヨリ之ヲ補足スベシ 

第８条第３項 

年金勘定ノ歳計ニ不足アルトキハ当該勘定ノ積立金ヨリ之ヲ補足スベシ 

 

国民年金特別会計法（昭和３６年法律第６３号） 

第１２条第２項 

国民年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じたときは、

政令で定めるところにより、同勘定の積立金からこれを補足するものとする。 

 



◆ 職員に関し、国民年金、厚生年金、政府管掌健保各々について下記の項目について、

全国、都道府県単位、社会保険事務所等の事業所単位でお示しいただきたい。 

  都道府県単位、事業所単位でお示しいただくことが時間的に困難な場合は、とりあ

えず、サンプル事業所についてお示しいただきたい。 

 

① 常勤職員、謝金職員（非常勤）、国民年金推進員（非常勤）毎の人数、採用人

数、退職人数、年齢分布をお示しいただきたい。その他にアルバイト等を採用し

ている場合は、当該アルバイト等についてもお示しいただきたい。 

（以下、常勤職員、謝金職員、国民年金推進員、アルバイト等すべて含めて「常

勤職員等」という） 

② 謝金職員、国民年金推進員、アルバイト等の採用基準、契約内容をお示しいた

だきたい。 

③ 従事業務（給付、相談、徴収など）毎の常勤職員等の人数をお示しいただきた

い。（常勤職員等の人数をお示しいただく際は、常勤、非常勤等の区分もお示し

ください） 

 

○ 上記については、別添５のとおりである。 

・ 地方社会保険事務局別定員数（平成１６年度末定員） 

・ 平成１５年度 地方社会保険事務局別採用者数 

・ 平成１５年度 地方社会保険事務局別退職者数 

・ 地方社会保険事務局職員の年齢別構成（１６．７．１） 

・ 地方社会保険事務局別謝金職員数（平成１６年４月１日現在） 

・ 国民年金推進員の定員（平成１６年度） 

・ 国民年金推進員の定員等と年齢分布の状況（平成１５年度） 

・ 非常勤職員の採用基準及び契約内容について 

・ 地方社会保険事務局の業務別職員数（平成１６年度） 

・ 業務別謝金職員数（平成１６年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 



◆ 業務に関し、国民年金、厚生年金、政府管掌健保各々について、（④は政府管掌健

康保険を除く、⑤については国民年金徴収に関してのみ）、全国、都道府県単位、社

会保険事務所等事業所単位で下記の項目についてお示しいただきたい。なお、費用に

ついては、他会計からの受入額を考慮して算定のうえ、お示しいただきたい。都道府

県単位、事業所単位でお示しいただくことが時間的に困難な場合は、とりあえず、サ

ンプル事業所についてお示しいただきたい。また、すべてに関しては、時系列で、過

去５年の数字を頂戴したい。 

  ①常勤職員等の職員区分毎の人件費及びその他の費用（研修費等）をお示しいただ

きたい 

  ②納付・徴収方法にはどのようなものがあるか、またその方法毎の費用（人件費、

業務委託を行っている場合は当該委託費（銀行等に支払う口座振替手数料等）、

電話督励のための通信費、滞納処分に要する手続き費用等の内訳もお示しいただ

きたい）、収納・徴収額、件数をお示しいただきたい。 

  ③支払い方法にはどのようなものがあるか、またその方法毎の費用（人件費、業務

委託を行っている場合は当該委託費（銀行毎の支払う口座振替手数料等、）支払

通知の発送に要する費用、年金に関する現況届の発送に要する費用等の内訳もお

示しいただきたい。） 

  ④年金相談の相談方法（年金受給者等からのアクセス方法）はどのようなものがあ

るのか、また、その方法毎の費用及び件数（受給者、未受給者別にお示しいただ

きたい）をお示しいただきたい。 

  ⑤緊急対応プログラム（２００４年９月１７日）において約３万人に対して強制徴

収するとされているが、その実施のために手当てしている予算額をお示しいただ

きたい。 

  ⑥オンラインシステムに係る経費の総額、その内訳をお示しいただきたい。 

  ⑦適用申請等の受付、年金・健保相談、年金・健保給付、督促（電話）、督促（訪

問）、強制徴収等の各々の業務フローをお示しいただきたい。また、既に民間委

託している業務については、当該委託業務にかかるマニュアルもお示しいただき

たい。  

 

①について 

○ 上記については、別添６のとおりである。 

・ 職員人件費（厚生保険特別会計） 

・ 職員人件費（国民年金特別会計） 



・ 謝金職員人件費（平成１５年度） 

・ 賃金職員及び国民年金推進員の人件費（平成１４年度実績） 

・ 職員の研修費用 

・ 謝金職員の研修費用 

 

②について 

○ 政府管掌健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収方法としては、 

・ 適用事業所名義の口座から引き落としを行う方法（平成１５年度口座振替

実施率 政府管掌健康保険 81.3％、厚生年金保険 83.6％） 

・ 毎月適用事業所へ送付する納入告知書又は随時交付する納付書により、金

融機関（日銀代理店）へ納付していただく方法 

・ 徴収職員が適用事業所へ赴き直接納付していただく方法 

・ 適用事業所が社会保険事務所において直接納付していただく方法 

が挙げられる。 

 

○ 国民年金の保険料の収納方法としては、 

・ 被保険者等の名義の口座から引き落としを行う方法 

・ 年に一度まとめて被保険者へ送付する又は随時交付する納付書により金融

機関（日銀代理店）又は納付受託機関若しくはコンビニエンスストアへ納付

していただく方法 

・ インターネットバンキングにより納付していただく方法 

・ 社会保険事務所の収入官吏に直接納付していただく方法 

が挙げられる。 

 

○ 政府管掌健康保険及び厚生年金保険の保険料の収納額は、次のとおりである。 

 

    （単位：億円）

 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度

政府管掌 

健康保険 
59,218 61,169 62,208 60,470 63,741

厚生年金 

保険 
202,099 200,512 199,360 202,034 192,425

（注）政府管掌健康保険の保険料の収納額は、一般被保険者分である。 



 

また、政府管掌健康保険及び厚生年金保険の平成１５年度における口座振替

について取扱件数は、１，５８９万件でそれに係る手数料は、約１億６，６８

６万円である。 

 

○ 国民年金の保険料の収納額は、次のとおりである。 

 

    （単位：億円）

 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度

国民年金 20,025 19,678 19,538 18,958 19,627

（注）平成１３年度以前の保険料収納額は、国民年金印紙売りさばき代金収納

額と現金収入額の合計である。 

 

国民年金に係る業務委託に関して、新規未納者の納付督励の実施に係る通信

運搬費を平成１６年度予算において２億５，４７８万円措置している。 

 

また、国民年金の平成１５年度における、納付方法別の取扱件数及びそれに

係る手数料については、以下のとおりである。 

 

納付方法 取扱件数 手数料 

銀行等での窓口納付 5,627 万件 － 

銀行等での口座振替 5,012 万件 52,629 万円

納付受託機関窓口納付 1,519 万件 16,207 万円

納付受託機関口座振替 1,069 万件 11,223 万円

コンビニエンスストアでの納付 9 万件 546 万円

（注）コンビニエンスストアでの納付は、平成１６年２月から実施したもので

ある。 

 

○ 政府管掌健康保険、厚生年金保険及び国民年金の滞納処分等に要する費用に

ついては、把握していない。 

 

③について 



○ 政府管掌健康保険における保険給付の支払方法としては、保険診療に係る費

用を診療報酬支払基金に振り込む方法があるほか、傷病手当金や出産手当金等

の現金給付について、 

・ 被保険者名義の口座に直接振り込む方法 

・ 銀行又は郵便局へ資金を送金し、その送金した窓口において請求者に支払

う方法（銀行送金、郵便局送金） 

・ 社会保険事務所等の窓口において直接支払う方法（当地払） 

がある。 

 

○ 国民年金及び厚生年金保険における年金給付の支払方法については、 

・ 受給者の金融機関又は郵便局の口座に直接振り込む方法 

・ 郵便局へ資金を送金し、その送金した窓口において受給者に支払う方法（郵

便局送金） 

がある。 

 

○ なお、政府管掌健康保険、厚生年金保険及び国民年金の給付支払については、

国庫金の支出として日本銀行又は郵便局を通じて行われるため、手数料等は支

払っていない。 

 

○ 支払通知書及び現況届の発送に要する費用及び発送件数については、以下の

とおりである。 

 

支払通知書 現況届 
 

費用（億円） 件数（百万件） 費用（億円） 件数（百万件）

平成 11 年度 21 41 17 22

平成 12 年度 27 54 18 22

平成 13 年度 29 56 17 23

平成 14 年度 26 56 17 24

平成 15 年度 29 60 17 25

 

④について 

○ 年金相談の相談方法、費用及び件数については別添２のとおり。なお、件数



について、受給者、被保険者別には把握していない。 

 

⑤について 

○ 緊急対応プログラムにおいて実施するとしている強制徴収に係る費用につい

ては、既定予算内において行うこととし、新たな予算措置はしていないため、

強制徴収に係る費用のみの額をお示しすることはできない。 

  なお、収納対策全体の予算額は、１３９億円（平成１６年度予算）である。 

 

⑥について 

○ オンラインシステムに係る経費の総額及び内訳は、以下のとおりである。 

 

  （単位：億円）

 通信専用料 電子計算機等借料 庁  費 合  計 

平成 11 年度 569 200 100 869

平成 12 年度 601 207 107 915

平成 13 年度 692 206 124 1,022

平成 14 年度 756 206 82 1,044

平成 15 年度 795 206 96 1,097

 

⑦について 

適用申請等の受付、相談、保険給付、督促、強制徴収等の各々の業務フローは

別添７のとおりである。 

また、国民年金においては、電話督励業務を民間に委託しているが、当該業務

に係るマニュアルは別添８のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆ 社会保険業務について、民間委託している業務の実績とその効果について定量的に

お示しいただきたい。  

 

○ 国民年金保険料の納付に関する業務 

国民年金保険料については、納付受託機関を指定し、収納事務を委託している

ところであるが、平成１５年度に納付受託機関が取り扱った収納件数及び社会保

険庁が支払った手数料は以下のとおりである。 

 

取扱件数 2,597 万件

手数料支払金額 27,976 万円

 

○ 国民年金保険料電話納付督励業務 

電話納付督励については、平成１５年度の実施人数が約３４０万人、実施件数

が約５００万件である。 

 

○ 社会保険労務士による巡回説明業務 

政府管掌健康保険及び厚生年金保険の未適用事業所に対する適用促進にあたっ

て、各地方社会保険事務局と各都道府県社会保険労務士会の間で委託契約を締結

し、各地方社会保険事務局が把握した未適用と思われる事業所を、社会保険労務

士が巡回し、適用促進の趣旨、制度の具体的な内容、申請・届出等に関する事業

主の義務等を説明することにより、自発的な届出を促すものであり、平成１６年

度予算における巡回説明件数及び委託費は以下のとおりである。 

 

巡回説明件数（平成 16 年度予算） 74,900 件

委託費の額（平成 16 年度予算） 152,797 千円
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１．策定の背景  

   昨年８月及び本年７月に開催された「国民年金特別対策本部会議」において、国民年金保険料の納付率を、

当面、平成１９年度までに８０％に引き上げることが決定された。この目標達成に向けて「緊急対応プログラ

ム」において、各地方社会保険事務局及び事務所毎に地域の特性等を踏まえた年度別行動計画（アクションプ

ログラム）を策定することが盛り込まれたところであり、今般、その策定結果をとりまとめたものである。 

 

２．策定の基本的な考え方  

  ○ 各事務局、事務所が地域特性を考慮して主体的に策定したもの。 

  ○ 今回の行動計画の内容は、平成１９年度までの年度別目標納付率及び平成１６年度中の具体的な対策毎の

月別行動目標で構成。 

 

 (1) 年度別目標納付率 

  ・ 平成１５年度実績をもとに法律改正の影響を見込んだ平成１９年度までの目標納付率。 

  ・ 各事務局及び事務所は、２０歳到達者に対する職権適用がほぼ完全実施された平成９年度の納付実績値を  

平成１９年度の目標値として策定。 
 

 (2) 平成１６年度中の具体的な対策毎の月別行動目標 

  ・ 月別行動目標は、未納者の特性に応じて①催告状、②電話督励、③戸別訪問、④集合徴収、⑤口座振替加

入などを中心とした納付督励対策と申請免除等の勧奨対策について策定。 

  ・ 各月毎の達成状況を進捗管理し、必要に応じて逐次見直しを行う。 

  ・ 平成１６年度の実施結果を踏まえて、効果的な対策にシフトするなどにより、翌年度の行動計画の策定を

行う。 

国民年金保険料収納にかかる行動計画（アクションプログラム） 
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３．行動計画  

 (1) 年度別目標納付率 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 平成１６年度中の主要な対策毎の行動目標 

 
 
 
 
 
 
 
   （参考） 法律改正事項の納付率への影響 
 
 
 
 
 
 
 

全 国 
平成１５年度

実績 

平成１６年度

目標 

平成１７年度

目標 

平成１８年度

目標 

平成１９年度

目標 

納付対象月数（万月） 21,276 20,880 20,179 19,352 18,558

納 付 月 数（万月） 13,492 13,716 14,020 14,423 14,847

（参考）

平成９年度

検認率（％）

納  付  率（％） 63.4 65.7 69.5 74.5 80.0 79.6 

平成１６年度の行動（目標） 

催告状発送件数

（万件） 

電話納付督励件数

（万件）

戸別訪問督励件数 

（万件）

集合徴収案内状発送

件数（万件）
 

4,149 635 1,312 1,726 

  17年度平均 18年度平均 19年度平均

口座振替割引制度 (17.4施行) 0.3% 0.7% 0.7% 

申請免除の承認期間の遡及 (17.4施行) 0.4% 0.7% 0.7% 

若年者の保険料納付猶予制度 (17.4施行) 0.9% 2.5% 2.5% 

全額申請免除（単身世帯）の拡大 (17.7施行) 0.1% 0.4% 0.4% 

免除の多段階化 (18.7施行) 0.0% 1.0% 4.9% 

合計 1.6% 5.2% 9.2% 
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                                             納付率 
                                            E(=D+d+z)％ 
  
                                   納付率 
                                   D(=C+c+y)％        
                             
                          納付率         
                         C(=B+b+x)％ 
                納付率 
                B(=A+a)％       
                 
      納付率Ａ％ 
 
 
                                                
                                            
                          
                 
      (63.4％)      (65.7％)      (69.5％)       (74.5％)      (80.0％) 
   平成 15年度実績    16年度目標     17年度目標     18年度目標     19年度目標 

 

Ａ Ａ 

Ｂ 

C 

D 

ａ 

ｂ 
 

ｙ 

ｚ 

ｘ

ｄ 

ｃ 

○ 未納対策：ａ＝2.3％、ｂ＝2.2％、ｃ＝1.4％、ｄ＝1.5％ 

未納対策は、①催告状、②電話、③戸別訪問、④集合徴収、⑤口座振

替加入による納付督励をメインに行う。 

○ 法改正の影響：ｘ＝1.6％、ｙ＝3.6％、ｚ＝4.0％ 

17 年度以降：若年者の納付猶予、免除期間の遡及、口振割引制度 等

18年度以降：免除の多段階化 

年 度 別 目 標 納 付 率 の 概 念 



納付率８０％を達成するための施策ごとの効果

平成１５年度において６３．４％であった納付率は、種々の収納対策、制

度改正により平成１９年度までに８０％に引き上げることを目標としている

が、主なものは以下のとおり。

【制度改正事項】

口座振替割引制度（１７年４月実施） → ０．７％ＵＰ

・翌月末が納付期限の保険料を当月末に口座振替した場合に割引を適用。

申請免除の承認期間の遡及（１７年４月実施） → ０．７％ＵＰ

・申請月の前月からとなっている申請免除・学生納付特例の承認期間の始

期を原則として直前の７月・４月に変更。

若年者の保険料納付猶予制度（１７年４月実施） → ２．５％ＵＰ

・低所得である若年者について、親などの世帯主の所得にかかわらず保険

料納付を猶予。

全額申請免除（単身世帯）の拡大（１７．７月実施） → ０．４％ＵＰ

・単身世帯の免除基準の緩和など世帯類型の均衡を図る見直し。

免除の多段階化（１８．７月実施） → ４．９％ＵＰ

・出来るだけ保険料を納付しやすい仕組みとする観点から、現行の全額免

除・半額免除に加え、３／４免除、１／４免除の段階を追加。

【その他事項】

各種収納対策 → ７．４％ＵＰ

未納保険料納付勧奨通知書（催告状）の送付

電話による納付督励

戸別訪問による納付督励・収納

集合徴収窓口の拡大 等

別添１



　年金相談の相談方法・費用・件数について

社会保険事務所（312か所）

被保険者、年金受給権者等

社会保険業務センター
中央年金相談室

社会保険オンラインシステム

年金相談センター（71か所）
年金相談センター（71か所）

年金電話相談センター（1２か所）
年金電話相談センター（1２か所）

年金電話番
全国7か所

年金電話番
全国7か所

社会保険庁
ホームページ

社会保険庁
ホームページ

自動応答システム

・年金についての定型的質問に
　コンピュータが音声又はFAXで
　自動応答

来訪、電話、文書による相談

主として受給権者からの
・年金制度
・年金受給額　

インターネットによる照会

・年金額簡易試算
・年金に関する情報及び
　届書の入手　　

来訪、電話、文書による相談

・年金制度
・年金の加入期間、見込額　
・各種手続き

来訪による相談

※社会保険事務所と同じ

電話による相談

※社会保険事務所と同じ

ｵﾝﾗｲﾝ

・年金見込額試算照会
　の申し込み
　

平成16年１０月1日現在

　２２２，４８０件

　　２．６億円

年金額試算１，４９２，９４９件

　　　　９百万円

６８１億円

来訪相談　７，３２５，８１９人

電話相談・文書相談件数は把握していない

　社会保険相談員等人件費等　２３．９億円

　年金相談コーナー整備費　　　３３．８億円

　年金相談関係事業実施経費　１２．５億円

来訪相談　１，２４１，４５２人

電話相談　　　２１６，８９６本

文書相談　　　　　　　１６９通

　　　　　　　３７．６億円

電話相談　８１９，４４８本

（平成１５年度末７か所）

　　　　２４．９億円

来訪相談　　１９，３５７人

電話相談　４９８，２３８本

（電話相談委託　０．６億円）

文書相談　　６４，６６４通

※注書きのある場合を除き、件数は１５年度、金額は１６年度予算。

１４２，０７４件

（１６年１月～９月末）

　　　　０．３億円

職員　１３７名

謝金　２３２名
平成１６年７月１日現在

常設窓口
　職員　５８３名
　謝金　７９８名
平成１６年７月１日現在

管理職員　３６名
（うち４名併任）
謝金　３２８名
平成１６年１０月１日現在

職員　　　　５名
職員 　　９名

ｵﾍﾟﾚｰﾀ　５５名

職員　　　　９名
平成１６年１０月

１日現在



日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス スウェーデン

社会保険庁 社会保障庁 年金サービス庁

・連邦職員保険庁（1ｶ所）
・州年金保険庁（23ｶ所）
等の年金保険者
（計27ｶ所）

地方の医療保険金庫等の
医療保険者

社会保険庁

適用、徴収、給付 適用、給付 給付 適用、給付 適用、給付 適用、給付

（注２） （注２） （注２）（注３） （注２） （注２）

　７１（年金相談センター）

（注３）

８：３０～１７：００
地域によって異なる。
(一般的に９：００～１６：００)

地域によって異なる。
８：００～１６：００
９：００～１７：００（木曜）

地域によって異なる。
(一般的に９：００～１５：００)

　（注３）

対応を検討中 　　　　　　　　なし 地域によって異なる。 なし なし 週１回夕方まで延長

（注３）

８：３０～１７：００ 　７：００～１９：００ ８：００～２０：００
８：００～１６：００
９：００～１３：００（金曜）

８：００～１８：００ ８：００～２０：００

　　　　　　　　　　　　　　　　　 (注１) （注３） 　　　　　　　　　　　　　　　　　 (注１)

なし なし
９：００～１５：００（土曜）
（一部のサービスのみ）

なし 　なし なし

約１億２，６９３万人 約２億８，１４２万人 約５，８８４万人 約８，２５４万人 約５，８５２万人 約８９４万人

（社会保険庁調べ）

（注３）　連邦職員保険庁（一般職員（ホワイトカラー）約2,500万人を適用する制度の保険者）についてのみ調査した結果であり、州年金保険庁（労働職員（ブルーカラー）約2,600
万人を適用する制度の保険者）などについては含まれない。

　約１００
（各県ごとの医療保険金庫）

（注１）　ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ対応による相談は24時間対応（アメリカ、イギリス、ドイツ及びスウェーデンの状況は不明）。

　　１（社会保険業務ｾﾝﾀｰ）
３１２（社会保険事務所）箇所数

窓口サービスの時
間帯

サービスの時間帯

夜間、休日の対応

地域によって異なる。
（パリ８区の例
８：３０～１２：３０、
１３：３０～１７：００）

（注２）　本庁における実施状況は不明。

諸外国の年金給付・相談サービスの実施体制について

人口

実施庁

実施業務

１，２８３（地方事務所） ２９（年金センター）
　２１（地方統括事務所）
２４１（地方事務所）

７０（地方事務所）

夜間、休日の対応

窓
口
サ
ー
ビ
ス

電
話
相
談

-11-



別添４

（単位：億円）

保 険 料 収 入 63,788

一 般 会 計 よ り 受 入 8,806

日 雇 拠 出 金 収 入 7

運 用 収 入 0

借 入 金 14,792

雑 収 入 199

（  歳　入　合　計　） 87,593

保 険 給 付 費 38,869

老 人 保 健 拠 出 金 21,579

退 職 者 給 付 拠 出 金 6,693

介 護 納 付 金 4,398

保 健 事 業 費 等 業 務 勘 定 へ 繰 入 1,139

事 業 運 営 安 定 資 金 へ 繰 入 0

借 入 金 償 還 金 14,792

諸 支 出 金 121

予 備 費 0

(  歳　出　合　計　） 87,591

歳 入 歳 出 差 引 残 2
（注）端数整理のため、一部合計が不一致である。

事 項 平　　成　　１５　　年　　度

　　　厚生保険特別会計健康勘定の収支状況



別添４ 

（単位：億円）

保 険 料 収 入 192,425

一 般 会 計 よ り 受 入 41,045

船 員 保 険 特 別 会 計 よ り 受 入 136

国 民 年 金 特 別 会 計 よ り 受 入 13,921

解 散 厚 生 年 金 基 金 等 徴 収 金 34,965

拠 出 金 収 入 372

存 続 組 合 等 納 付 金 5,150

運 用 収 入 22,884

年 金 資 金 運 用 基 金 納 付 金 0

雑 収 入 123

（  歳　入　合　計　） 311,022

保 険 給 付 費 208,140

国 民 年 金 特 別 会 計 へ 繰 入 102,986

福 祉 施 設 費 等 業 務 勘 定 へ 繰 入 2,075

諸 支 出 金 1,201

予 備 費 0

(  歳　出　合　計　） 314,401

歳 入 歳 出 差 引 残 △ 3,379
（注）端数整理のため、一部合計が不一致である。

事 項 平　　成　　１５　　年　　度

　　　厚生保険特別会計年金勘定の収支状況



別添４

（単位：億円）

保 険 料 収 入 19,627

一 般 会 計 よ り 受 入 14,963

基 礎 年 金 勘 定 よ り 受 入 21,534

運 用 収 入 1,523

年 金 資 金 運 用 基 金 納 付 金 0

雑 収 入 30

（  歳　入　合　計　） 57,677

国 民 年 金 給 付 費 22,293

基 礎 年 金 勘 定 へ 繰 入 34,853

諸 支 出 金 261

福 祉 施 設 費 等 業 務 勘 定 へ 繰 入 770

予 備 費 0

(  歳　出　合　計　） 58,177

歳 入 歳 出 差 引 残 △ 500
（注）端数整理のため、一部合計が不一致である。

事 項 平　　成　　１５　　年　　度

　　　国民年金特別会計国民年金勘定の収支状況



　

（単位：人）

事務局名 事務局別定員数

1 北 海 道 834
2 青 森 226
3 岩 手 217
4 宮 城 286
5 秋 田 204
6 山 形 212
7 福 島 305
8 茨 城 281
9 栃 木 236
10 群 馬 264
11 埼 玉 402
12 千 葉 351
13 東 京 2,044
14 神 奈 川 607
15 新 潟 388
16 富 山 195
17 石 川 187
18 福 井 153
19 山 梨 122
20 長 野 342
21 岐 阜 282
22 静 岡 482
23 愛 知 834
24 三 重 246
25 滋 賀 150
26 京 都 358
27 大 阪 1,248
28 兵 庫 643
29 奈 良 138
30 和 歌 山 179
31 鳥 取 125
32 島 根 153
33 岡 山 302
34 広 島 433
35 山 口 273
36 徳 島 147
37 香 川 175
38 愛 媛 249
39 高 知 168
40 福 岡 637
41 佐 賀 146
42 長 崎 247
43 熊 本 255
44 大 分 199
45 宮 崎 181
46 鹿 児 島 267
47 沖 縄 209

合　　　計 16,582

地方社会保険事務局別定員数
（平成１６年度末定員）



平成１５年度　地方社会保険事務局別採用者数
（単位：人）

事務局名 採 用 者 数
北海道 34              
青森 10              
岩手 10              
宮城 4              
秋田 5              
山形 7              
福島 11              
茨城 9              
栃木 4              
群馬 10              
埼玉 12              
千葉 7              
東京 37              
神奈川 13              
新潟 11              
富山 8              
石川 6              
福井 5              
山梨 2              
長野 11              
岐阜 9              
静岡 12              
愛知 27              
三重 6              
滋賀 1              
京都 6              
大阪 48              
兵庫 20              
奈良 3              
和歌山 5              
鳥取 5              
島根 4              
岡山 11              
広島 22              
山口 13              
徳島 8              
香川 7              
愛媛 8              
高知 4              
福岡 12              
佐賀 3              
長崎 6              
熊本 8              
大分 6              
宮崎 3              
鹿児島 10              
沖縄 7              

合　　　　 計 490              

※　本庁採用職員数は除く。



（単位：人）
事務局名 退 職 者 数
北海道 40              
青森 11              
岩手 11              
宮城 9              
秋田 11              
山形 15              
福島 11              
茨城 7              
栃木 4              
群馬 10              
埼玉 10              
千葉 7              
東京 41              
神奈川 18              
新潟 11              
富山 11              
石川 5              
福井 5              
山梨 6              
長野 15              
岐阜 7              
静岡 18              
愛知 12              
三重 7              
滋賀 6              
京都 7              
大阪 51              
兵庫 17              
奈良 4              
和歌山 7              
鳥取 4              
島根 5              
岡山 8              
広島 15              
山口 9              
徳島 4              
香川 3              
愛媛 9              
高知 6              
福岡 17              
佐賀 2              
長崎 6              
熊本 11              
大分 6              
宮崎 6              
鹿児島 11              
沖縄 9              

合　　　　 計 525              

※１　国家公務員法第６０条の規定にもとづく
　　　臨時的任用職員を除く
※２　本庁採用職員数は除く。

平成１５年度　地方社会保険事務局別退職者数



地方社会保険事務局職員の年齢別構成（１６．７．１）
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（人）



（平成１６年４月１日現在）

人　　　　　　　　　数

1  北  海  道 228
2  青       森 57
3  岩       手 59
4  宮       城 75
5  秋       田 56
6  山       形 49
7  福       島 74
8  茨       城 67
9  栃       木 57
10  群       馬 67
11  埼       玉 182
12  千       葉 148
13  東       京 343
14  神  奈  川 233
15  新       潟 88
16  富       山 58
17  石       川 57
18  福       井 55
19  山       梨 44
20  長       野 79
21  岐       阜 74
22  静       岡 137
23  愛       知 224
24  三       重 67
25  滋       賀 49
26  京       都 100
27  大       阪 367
28  兵       庫 182
29  奈       良 63
30  和  歌  山 59
31  鳥       取 35
32  島       根 37
33  岡       山 70
34  広       島 101
35  山       口 76
36  徳       島 42
37  香       川 45
38  愛       媛 64
39  高       知 63
40  福       岡 184
41  佐       賀 55
42  長       崎 74
43  熊       本 81
44  大       分 62
45  宮       崎 58
46  鹿  児  島 78
47  沖       縄 91

4,614

地方社会保険事務局別謝金職員数

事　務　局　名

 合       計



事務局名 定員（人）

北 海 道 123
青 森 37
岩 手 33
宮 城 50
秋 田 28
山 形 29
福 島 44
茨 城 56
栃 木 41
群 馬 41
埼 玉 110
千 葉 94
東 京 260
神 奈 川 137
新 潟 50
富 山 23
石 川 26
福 井 19
山 梨 23
長 野 48
岐 阜 43
静 岡 68
愛 知 123
三 重 38
滋 賀 26
京 都 52
大 阪 178
兵 庫 98
奈 良 27
和 歌 山 26
鳥 取 18
島 根 20
岡 山 40
広 島 58
山 口 34
徳 島 20
香 川 21
愛 媛 34
高 知 24
福 岡 97
佐 賀 22
長 崎 35
熊 本 44
大 分 28
宮 崎 29
鹿 児 島 44
沖 縄 47
全 国 2,566

※ 全て徴収業務を担当する非常勤職員である。

国民年金推進員の定員
(平成１６年度)



定　員 採用者数 退職者数
平成15年度末
在職者数

29歳以下 30歳～39歳 40歳～49歳 50歳～59歳 60歳以上

北海道 91 17 14 91 0 2 12 48 29

青 森 27 4 2 27 0 2 9 13 3

岩 手 24 8 6 24 0 0 3 8 13

宮 城 38 4 1 38 0 1 7 22 8

秋 田 19 6 4 19 0 1 4 12 2

山 形 21 5 3 21 1 0 1 9 10

福 島 32 3 1 32 0 2 5 11 14

茨 城 42 6 4 42 0 4 6 22 10

栃 木 31 4 2 31 0 1 4 11 15

群 馬 30 2 1 30 0 1 3 19 7

埼 玉 86 11 6 86 0 3 19 38 26

千 葉 74 7 4 73 0 2 9 27 35

東 京 214 33 29 213 1 6 34 107 65

神奈川 111 20 17 110 0 6 16 50 38

新 潟 35 5 4 35 0 1 7 18 9

富 山 18 6 5 18 0 1 3 8 6

石 川 19 3 1 19 0 1 11 6 1

福 井 14 6 4 14 0 0 5 5 4

山 梨 16 2 1 16 0 0 2 7 7

長 野 33 8 6 33 0 0 2 15 16

岐 阜 30 2 1 30 2 0 10 17 1

静 岡 52 4 2 52 0 1 10 14 27

愛 知 97 11 7 96 0 2 12 41 41

三 重 27 10 9 27 0 2 4 12 9

滋 賀 18 2 0 18 0 0 4 10 4

京 都 41 11 8 41 0 4 3 21 13

大 阪 145 29 25 145 1 6 24 75 39

兵 庫 77 20 17 75 0 4 8 38 25

奈 良 20 5 4 20 1 0 2 10 7

和歌山 18 6 1 18 0 0 0 15 3

鳥 取 12 6 3 12 0 0 2 7 3

島 根 13 6 4 13 0 0 1 6 6

岡 山 29 12 13 25 0 1 8 15 1

広 島 44 6 3 44 0 4 9 16 15

山 口 25 5 4 25 0 1 6 10 8

徳 島 14 8 7 14 0 1 7 4 2

香 川 15 4 3 15 0 0 1 9 5

愛 媛 24 2 1 24 0 0 9 13 2

高 知 17 4 3 17 0 1 5 10 1

福 岡 75 14 12 74 3 1 12 39 19

佐 賀 16 5 3 16 1 1 4 5 5

長 崎 24 4 2 24 0 2 5 14 3

熊 本 31 5 3 31 0 0 7 18 6

大 分 20 3 1 20 0 2 4 12 2

宮 崎 22 6 4 22 0 0 2 15 5

鹿児島 31 7 6 30 0 0 7 13 10

沖 縄 36 6 4 36 0 0 14 22 0

全 国 1,948 363 265 1,936 10 67 342 937 580

国民年金推進員の定員等と年齢分布の状況(平成１５年度)
（単位：人）



○ 非常勤職員の採用基準及び契約内容について 

 

区  分 採 用 基 準 契 約 内 容 

 
謝金職員 
 

・職務遂行能力を有する者を公募により採用。 ・任  期：1会計年度以内 
・勤務日数：約 20日 
・勤務時間：1日 8時間 
・給  与：日額 7,100円～12,500円（職務内容による） 
・賞  与：なし 
 

 
国民年金推進員 
 

・国民年金制度に理解があり、かつ職務遂行能力

を有する者を公募により採用。 
・任  期：6ヶ月 
・勤務日数：1週間あたり 30時間、週休 2日 
・勤務時間：1日 8時間以内 
・給  与：月額 155,000 円（ただし、夜間・休日の勤務時間が週の

勤務時間の 2分の 1以下のときは 146,000円） 
・賞  与：期末・勤勉手当の支給あり 
 

 
アルバイト等 
 

・公募により採用。 ・職務内容：繁忙期等に臨時的かつ限定的な正規職員の補助的業務 
・給 与 等：勤務時間、日額については、各社会保険事務局・社会保険

事務所において決定 
 

 



地方社会保険事務局の業務別職員数（平成１６年度）

部局名 業 務 内 容 担当職員数

社会保険事務局 ・地方支分部局における政管健保、厚生年金及
び国民年金等の事業の実施に関する企画立案
調整業務 ３，６３４人

・社会保険事務所の指導、監督業務
・不服申立審査、保険医療機関指導監査業務

社会保険事務所 ・庶務（管理）会計業務 １，３５７人

・適用業務（政管健保、厚生年金） １，４００人

・事業所調査業務（政管健保、厚生年金） １，１４１人

・保険料徴収業務 政管健保 厚生年金 １，３８６人（ 、 ）(注１）

・政管健保給付関係業務 １，１１９人

・年金給付関係業務（厚生年金、国民年金） ３，６５２人

・国民年金適用業務 １，４１４人

・国民年金保険料徴収業務 １，４３９人

・船員保険関係業務 ４０人

合 計 １６，５８２人

（注１）保険料徴収業務（政管健保、厚生年金）には児童手当拠出金徴収業務を含む。



適　　用 徴　　収 給　　付 合     計

1  北  海  道 35 39 154 228
2  青       森 13 7 37 57
3  岩       手 15 9 35 59
4  宮       城 14 11 50 75
5  秋       田 12 6 38 56
6  山       形 15 6 28 49
7  福       島 11 11 52 74
8  茨       城 16 11 40 67
9  栃       木 10 9 38 57
10  群       馬 12 13 42 67
11  埼       玉 28 17 137 182
12  千       葉 26 15 107 148
13  東       京 93 36 214 343
14  神  奈  川 54 26 153 233
15  新       潟 16 14 58 88
16  富       山 10 12 36 58
17  石       川 13 6 38 57
18  福       井 8 12 35 55
19  山       梨 10 6 28 44
20  長       野 14 15 50 79
21  岐       阜 13 13 48 74
22  静       岡 20 25 92 137
23  愛       知 35 25 164 224
24  三       重 13 7 47 67
25  滋       賀 12 7 30 49
26  京       都 18 17 65 100
27  大       阪 61 54 252 367
28  兵       庫 28 25 129 182
29  奈       良 12 5 46 63
30  和  歌  山 10 11 38 59
31  鳥       取 7 7 21 35
32  島       根 8 6 23 37
33  岡       山 11 11 48 70
34  広       島 19 10 72 101
35  山       口 15 7 54 76
36  徳       島 7 6 29 42
37  香       川 8 5 32 45
38  愛       媛 10 6 48 64
39  高       知 12 8 43 63
40  福       岡 37 27 120 184
41  佐       賀 9 12 34 55
42  長       崎 11 16 47 74
43  熊       本 14 15 52 81
44  大       分 11 16 35 62
45  宮       崎 10 8 40 58
46  鹿  児  島 15 12 51 78
47  沖       縄 17 30 44 91
 合       計 868 672 3,074 4,614

事　務　局　名

業　務　別　謝　金　職　員　数
　　　　　　　　　（平成１６年４月１日現在）



【職員人件費】

（厚生保険特別会計）  　

事務局名 平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度
北海道 3,791百万円 3,763百万円 3,689百万円 3,546百万円 3,368百万円
青森 830百万円 809百万円 781百万円 747百万円 704百万円
岩手 845百万円 824百万円 809百万円 780百万円 743百万円
宮城 1,109百万円 1,100百万円 1,114百万円 1,087百万円 1,068百万円
秋田 781百万円 773百万円 756百万円 724百万円 706百万円
山形 864百万円 832百万円 819百万円 793百万円 761百万円
福島 1,170百万円 1,176百万円 1,147百万円 1,099百万円 1,051百万円
茨城 894百万円 880百万円 899百万円 878百万円 850百万円
栃木 831百万円 824百万円 838百万円 826百万円 802百万円
群馬 960百万円 965百万円 973百万円 947百万円 913百万円
埼玉 1,569百万円 1,559百万円 1,579百万円 1,533百万円 1,500百万円
千葉 1,209百万円 1,206百万円 1,229百万円 1,223百万円 1,214百万円
東京 10,303百万円 10,366百万円 10,403百万円 10,216百万円 10,130百万円
神奈川 2,739百万円 2,719百万円 2,727百万円 2,666百万円 2,632百万円
新潟 1,492百万円 1,499百万円 1,496百万円 1,454百万円 1,404百万円
富山 771百万円 783百万円 789百万円 770百万円 750百万円
石川 739百万円 740百万円 734百万円 710百万円 704百万円
福井 587百万円 585百万円 576百万円 577百万円 564百万円
山梨 355百万円 372百万円 373百万円 369百万円 363百万円
長野 1,410百万円 1,407百万円 1,417百万円 1,393百万円 1,347百万円
岐阜 1,137百万円 1,131百万円 1,109百万円 1,080百万円 1,050百万円
静岡 1,987百万円 1,970百万円 1,961百万円 1,909百万円 1,877百万円
愛知 4,034百万円 4,003百万円 3,961百万円 3,869百万円 3,801百万円
三重 874百万円 880百万円 887百万円 871百万円 864百万円
滋賀 585百万円 589百万円 570百万円 551百万円 551百万円
京都 1,584百万円 1,571百万円 1,550百万円 1,524百万円 1,507百万円
大阪 6,551百万円 6,463百万円 6,410百万円 6,267百万円 6,147百万円
兵庫 2,730百万円 2,718百万円 2,699百万円 2,670百万円 2,659百万円
奈良 514百万円 516百万円 522百万円 508百万円 498百万円
和歌山 686百万円 678百万円 669百万円 644百万円 631百万円
鳥取 470百万円 466百万円 458百万円 445百万円 427百万円
島根 508百万円 506百万円 502百万円 489百万円 483百万円
岡山 1,221百万円 1,199百万円 1,205百万円 1,171百万円 1,133百万円
広島 1,974百万円 1,962百万円 1,949百万円 1,926百万円 1,866百万円
山口 1,109百万円 1,093百万円 1,102百万円 1,083百万円 1,048百万円
徳島 521百万円 521百万円 520百万円 503百万円 483百万円
香川 658百万円 655百万円 640百万円 625百万円 610百万円
愛媛 967百万円 964百万円 959百万円 930百万円 936百万円
高知 625百万円 614百万円 637百万円 617百万円 580百万円
福岡 2,710百万円 2,696百万円 2,700百万円 2,636百万円 2,574百万円
佐賀 509百万円 499百万円 509百万円 503百万円 503百万円
長崎 834百万円 833百万円 841百万円 834百万円 826百万円
熊本 901百万円 889百万円 884百万円 852百万円 835百万円
大分 752百万円 734百万円 731百万円 715百万円 691百万円
宮崎 658百万円 651百万円 625百万円 588百万円 576百万円
鹿児島 912百万円 898百万円 903百万円 874百万円 860百万円
沖縄 808百万円 800百万円 785百万円 761百万円 750百万円

地方庁合計 70,069百万円 69,678百万円 69,435百万円 67,783百万円 66,341百万円

※職員人件費は、職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与を計上

職員人件費



【職員人件費】

（国民年金特別会計） 　

事務局名 平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度
北海道 1,685百万円 1,666百万円 1,625百万円 1,582百万円 1,537百万円
青森 610百万円 601百万円 578百万円 562百万円 532百万円
岩手 592百万円 576百万円 554百万円 558百万円 537百万円
宮城 672百万円 678百万円 666百万円 666百万円 658百万円
秋田 572百万円 578百万円 562百万円 537百万円 515百万円
山形 546百万円 512百万円 501百万円 499百万円 501百万円
福島 776百万円 760百万円 728百万円 723百万円 718百万円
茨城 668百万円 672百万円 671百万円 663百万円 670百万円
栃木 530百万円 551百万円 551百万円 554百万円 550百万円
群馬 573百万円 573百万円 567百万円 566百万円 555百万円
埼玉 884百万円 905百万円 914百万円 908百万円 913百万円
千葉 886百万円 895百万円 907百万円 921百万円 924百万円
東京 2,702百万円 2,697百万円 2,747百万円 2,834百万円 2,808百万円
神奈川 1,146百万円 1,135百万円 1,130百万円 1,158百万円 1,130百万円
新潟 824百万円 808百万円 812百万円 800百万円 790百万円
富山 374百万円 372百万円 385百万円 382百万円 374百万円
石川 366百万円 350百万円 357百万円 357百万円 347百万円
福井 315百万円 308百万円 310百万円 309百万円 309百万円
山梨 319百万円 313百万円 318百万円 327百万円 326百万円
長野 728百万円 731百万円 725百万円 718百万円 713百万円
岐阜 600百万円 592百万円 594百万円 592百万円 586百万円
静岡 897百万円 869百万円 879百万円 879百万円 866百万円
愛知 1,415百万円 1,390百万円 1,388百万円 1,391百万円 1,400百万円
三重 530百万円 530百万円 537百万円 528百万円 522百万円
滋賀 341百万円 335百万円 349百万円 345百万円 333百万円
京都 644百万円 637百万円 631百万円 654百万円 643百万円
大阪 1,662百万円 1,643百万円 1,654百万円 1,655百万円 1,628百万円
兵庫 1,262百万円 1,266百万円 1,270百万円 1,286百万円 1,244百万円
奈良 309百万円 300百万円 299百万円 305百万円 304百万円
和歌山 436百万円 420百万円 413百万円 392百万円 387百万円
鳥取 295百万円 291百万円 288百万円 282百万円 278百万円
島根 360百万円 366百万円 366百万円 357百万円 359百万円
岡山 677百万円 665百万円 667百万円 649百万円 644百万円
広島 827百万円 819百万円 819百万円 810百万円 781百万円
山口 531百万円 531百万円 536百万円 524百万円 496百万円
徳島 358百万円 355百万円 359百万円 353百万円 334百万円
香川 366百万円 360百万円 360百万円 355百万円 347百万円
愛媛 584百万円 585百万円 578百万円 589百万円 564百万円
高知 369百万円 376百万円 372百万円 361百万円 357百万円
福岡 1,166百万円 1,155百万円 1,160百万円 1,165百万円 1,156百万円
佐賀 348百万円 347百万円 353百万円 350百万円 338百万円
長崎 549百万円 552百万円 553百万円 546百万円 545百万円
熊本 732百万円 733百万円 713百万円 701百万円 686百万円
大分 506百万円 504百万円 508百万円 497百万円 477百万円
宮崎 457百万円 440百万円 442百万円 456百万円 441百万円
鹿児島 824百万円 839百万円 828百万円 801百万円 770百万円
沖縄 471百万円 459百万円 445百万円 438百万円 430百万円

地方庁合計 33,285百万円 33,038百万円 32,970百万円 32,888百万円 32,326百万円

※職員人件費は、職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与を計上

職員人件費



　　　　　　　　　（平成１５年度）

人　件　費（百万円）

1  北  海  道 411
2  青       森 110
3  岩       手 126
4  宮       城 143
5  秋       田 123
6  山       形 100
7  福       島 149
8  茨       城 126
9  栃       木 111
10  群       馬 118
11  埼       玉 292
12  千       葉 209
13  東       京 628
14  神  奈  川 416
15  新       潟 164
16  富       山 94
17  石       川 119
18  福       井 95
19  山       梨 81
20  長       野 133
21  岐       阜 138
22  静       岡 222
23  愛       知 395
24  三       重 131
25  滋       賀 100
26  京       都 192
27  大       阪 576
28  兵       庫 260
29  奈       良 119
30  和  歌  山 103
31  鳥       取 71
32  島       根 75
33  岡       山 144
34  広       島 192
35  山       口 156
36  徳       島 83
37  香       川 92
38  愛       媛 125
39  高       知 121
40  福       岡 350
41  佐       賀 94
42  長       崎 142
43  熊       本 142
44  大       分 97
45  宮       崎 114
46  鹿  児  島 164
47  沖       縄 133
 合       計 8,274

社会保険事務局名

　　　　　　　　　　　　　※上記数字は平成１５年度における謝金職員にかかる資金交付額の総合計である。

謝　金　職　員　人　件　費



人数 支払額 人数 支払額 人数 支払額

北海道 68 124,223千円 26 46,681千円 88 187,386千円 

青森 35 28,148千円 17 17,869千円 25 53,303千円 

岩手 24 30,014千円 7 5,541千円 22 45,926千円 

宮城 40 50,165千円 19 24,627千円 35 73,563千円 

秋田 28 25,165千円 14 12,699千円 17 36,316千円 

山形 16 23,353千円 4 5,099千円 19 39,651千円 

福島 38 51,242千円 13 15,138千円 30 62,875千円 

茨城 40 38,614千円 15 16,642千円 40 81,584千円 

栃木 38 50,301千円 17 21,566千円 29 61,298千円 

群馬 52 29,984千円 23 14,323千円 29 58,227千円 

埼玉 51 91,803千円 57 57,570千円 81 160,510千円 

千葉 55 67,790千円 30 37,911千円 70 129,266千円 

東京 65 118,431千円 44 85,349千円 209 290,964千円 

神奈川 62 112,304千円 37 62,446千円 107 205,897千円 

新潟 84 49,973千円 43 21,957千円 34 70,620千円 

富山 12 20,990千円 2 2,957千円 17 34,952千円 

石川 19 24,519千円 21 28,300千円 17 36,420千円 

福井 25 21,622千円 12 14,097千円 12 25,127千円 

山梨 21 37,880千円 6 10,828千円 15 31,321千円 

長野 22 23,938千円 8 8,219千円 31 64,737千円 

岐阜 29 15,951千円 20 19,047千円 29 61,513千円 

静岡 67 64,815千円 27 20,479千円 50 98,531千円 

愛知 148 126,229千円 31 27,780千円 92 155,129千円 

三重 30 34,798千円 10 11,260千円 26 55,288千円 

滋賀 30 35,658千円 11 17,160千円 16 33,159千円 

京都 58 42,870千円 16 11,251千円 38 74,918千円 

大阪 416 349,462千円 195 117,658千円 141 247,176千円 

兵庫 109 119,392千円 50 47,224千円 72 150,800千円 

奈良 27 32,209千円 17 19,189千円 19 39,711千円 

和歌山 23 24,483千円 9 8,703千円 13 35,899千円 

鳥取 12 14,511千円 5 6,629千円 9 21,012千円 

島根 9 16,135千円 3 5,407千円 11 23,358千円 

岡山 50 44,962千円 11 11,749千円 26 56,029千円 

広島 40 72,365千円 2 18,353千円 41 77,586千円 

山口 27 32,099千円 6 7,080千円 24 49,515千円 

徳島 32 21,736千円 15 7,409千円 13 27,628千円 

香川 14 25,794千円 2 4,111千円 14 29,808千円 

愛媛 11 20,549千円 8 13,997千円 23 49,139千円 

高知 31 20,344千円 6 6,343千円 16 33,608千円 

福岡 56 76,770千円 31 40,793千円 72 119,118千円 

佐賀 16 20,012千円 8 10,088千円 14 29,755千円 

長崎 11 20,209千円 8 14,109千円 22 46,934千円 

熊本 40 40,046千円 22 19,240千円 29 61,956千円 

大分 7 12,120千円 31 7,637千円 18 38,508千円 

宮崎 17 15,941千円 7 6,286千円 20 42,989千円 

鹿児島 45 54,783千円 22 22,003千円 29 61,207千円 

沖縄 12 28,018千円 11 19,557千円 34 72,579千円 

合計 2,158 2,402,719千円 1,000 1,030,360千円 1,838 3,542,796千円 

※賃金職員の人数は、支払延人数を１２月で除している。また、国民年金推進員については、１４年度末の人数である。

賃金職員賃金職員 国民年金推進員

【賃金職員及び国民年金推進員の人件費（平成14年度実績）】

厚生年金・政府管掌健康保険業務 国民年金業務



 

１４年度 １５年度 １４年度 １５年度

北海道 10,994千円 8,568千円 4,803千円 5,080千円

青　森 3,006千円 2,446千円 2,617千円 1,411千円

岩　手 3,915千円 2,699千円 3,194千円 2,622千円

宮　城 2,112千円 2,328千円 1,473千円 1,137千円

秋　田 3,966千円 3,898千円 2,605千円 3,239千円

山　形 1,814千円 1,636千円 1,131千円 1,587千円

福　島 5,550千円 2,509千円 3,077千円 2,101千円

茨　城 1,072千円 1,219千円 857千円 1,045千円

栃　木 2,107千円 1,895千円 1,189千円 1,520千円

群　馬 3,879千円 1,705千円 2,249千円 1,015千円

埼　玉 2,163千円 2,643千円 1,334千円 1,533千円

千　葉 1,888千円 1,071千円 884千円 747千円

東　京 4,343千円 4,190千円 1,818千円 1,436千円

神奈川 6,168千円 5,506千円 2,352千円 2,126千円

新　潟 2,982千円 3,166千円 1,674千円 1,347千円

富　山 1,943千円 1,529千円 729千円 879千円

石　川 2,165千円 2,062千円 883千円 853千円

福　井 1,396千円 1,338千円 1,058千円 1,102千円

山　梨 843千円 458千円 343千円 551千円

長　野 2,376千円 2,657千円 2,117千円 1,522千円

岐　阜 3,112千円 3,048千円 1,701千円 1,561千円

静　岡 3,203千円 3,004千円 1,591千円 1,422千円

愛　知 6,561千円 5,576千円 2,196千円 2,748千円

三　重 2,692千円 3,174千円 1,640千円 963千円

滋　賀 2,230千円 1,625千円 1,128千円 1,255千円

京　都 4,217千円 4,427千円 1,912千円 1,209千円

大　阪 10,522千円 9,769千円 4,060千円 3,772千円

兵　庫 3,925千円 1,117千円 817千円 964千円

奈　良 1,724千円 1,721千円 1,178千円 1,231千円

和歌山 2,371千円 1,810千円 801千円 955千円

鳥　取 1,685千円 2,110千円 979千円 1,274千円

島　根 2,347千円 2,430千円 1,244千円 1,777千円

岡　山 3,057千円 3,197千円 1,426千円 1,701千円

広　島 4,423千円 3,777千円 2,164千円 1,382千円

山　口 3,401千円 3,896千円 1,865千円 2,247千円

徳　島 1,335千円 1,491千円 704千円 937千円

香　川 2,496千円 2,301千円 1,147千円 1,361千円

愛　媛 3,206千円 3,043千円 2,339千円 2,196千円

高　知 2,272千円 2,253千円 1,317千円 1,161千円

福　岡 8,809千円 7,824千円 3,346千円 3,537千円

佐　賀 2,751千円 2,573千円 1,270千円 1,219千円

長　崎 2,548千円 3,280千円 2,206千円 1,458千円

熊　本 3,644千円 3,298千円 3,250千円 3,279千円

大　分 1,672千円 2,062千円 1,651千円 1,833千円

宮　崎 2,775千円 2,948千円 2,365千円 2,237千円

鹿児島 3,286千円 2,674千円 3,483千円 3,494千円

沖　縄 5,583千円 4,525千円 2,843千円 3,065千円

合　計 160,530千円 142,476千円 87,010千円 83,090千円

【職員の研修費用】

厚生保険特別会計 国民年金特別会計



 

１４年度 １５年度

100,744千円 157,400千円

  

【謝金職員の研修費用】



　　　健康保険・厚生年金保険の適用・徴収業務の流れ

　ｻﾗﾘｰﾏﾝ

・健康保険

・厚生年金

資格取得届

・健康保険証

・年金手帳

入社

・確認通知書

・健康保険証
・年金手帳

　
　
　
　 社会保険事務所

　確認・作成

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

事業所ﾌｧｲﾙ

被保険者ﾌｧｲﾙ

氏名索引

ﾌｧｲﾙ

基礎年金番号

ﾌｧｲﾙ

社会保険業務センター（三鷹庁舎）

窓口装置

事　
　
　

業　
　
　

所

　 届　　書

約624万件/年

（＊資格喪失届

　　670万件/年）

検索・更新処理

年金手 帳

保険料納付保険料納付

（源泉徴収）

・
・

ｵﾝﾗｲﾝ

健保証(カード)

・納入告知書



2004/10/26

　国民年金に関する事務（適用・徴収）の流れ　　　　

自営業者など
自営業者など

書類送付

年金手帳など

　
　
　
　

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

社会保険業務

センター

市　
　
　

町　
　
　

村

検索・更新処理

記録管理

社会保険庁

加入手続きなど

ｵﾝﾗｲﾝ

社会保険事務局

確認・作成

窓口装置

届　　書

年 金 手 帳

社会保険事務所

金融機関等

（歳入代理店
・郵便局・農協
など）

金融機関等

（歳入代理店
・郵便局・農協
など）

保険料納付

保険料納付書

指揮監督

　法定受託事務

オンライン

協力・連携制度周知等







平成１６年度における強制徴収の手順等

１.所得状況の把握
度重なる納付督励によっても年金制度に対する理解が得られ○所得情報提供依頼対象者の選定

ない者のうち、次のいずれにも該当しない者について、市町村
から所得情報の提供を受け、所得状況を把握
①任意加入被保険者
②過去２年度において、保険料の納付免除又は納付特例を受け
た者

市町村からの所得情報の提供(10月以降) ③未納保険料を全額納付しても老齢基礎年金の受給資格期間を
満たさない者

④未納についてやむを得ない理由があり、強制徴収を行うこと
が適当でない者

９月～

２.最終催告対象者の選定12月 ○最終催告対象者の選定
市町村から提供された所得情報や戸別訪問等による納付督励

事蹟などから、対象者を選定

○最終催告状の送付（納付書を同封）

３.最終催告状送付後の取扱い
・一部納付又は納付誓約は、原則として今後発生する保険料の

納付状況の確認 口座振替を条件に承認
・一部納付者、納付誓約者の納付状況を把握し、不履行の場合
は、戸別訪問による納付督励を実施

最終催告状の指定期限 ・納付のない者は、戸別訪問又は呼び出しによる納付督励を実
施し、いずれの方法によっても接触できない場合は、納付意
志がないものとみなす

納付状況の確認

４.督促対象者の選定
○督促対象者の選定 納付督励によっても催告保険料を納付しない者や納付誓約を
（ 報告期限 : 平成16年12月３日 ） 履行しない者を対象者に選定

５.督促の実施
督促状の送付日において、法定納期限を経過した滞納保険料

○督促状の送付（納付書を同封） (平成14年11月～平成16年10月)を対象に実施12月
※１月以降については、毎月10日までに報告があったものにつ

～

送 付 日 ： 平成16年12月10日
１月 いて、当月20日に調査決定を行う。指定期限 ： 平成16年12月24日

６.督促状送付者の取扱い
督促状送付者については、戸別訪問による納付督励を少なく納付状況の確認

とも１回実施

督促状の指定期限

納付状況の最終確認
７.国税滞納処分の例による滞納処分

財産調査○財産調査
・滞納者本人、官公署、金融機関、取引先への調査
（差押対象財産：預貯金、債権、電話加入権、自動車等）

財産差押予告通知書の送付○財産差押予告通知書の送付
１月 ・督促指定期限までに納付のない者に対し、送付～

○財産差押 差押
・財産の差押えを執行 → 差押通知書等の送付

○換価処分・保険料への充当 ・差押財産の換価処分・滞納保険料への充当。この場合、１月
分に満たない額は滞納者へ交付

別添５




